
 

新型コロウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類感染症に変更された現在でも、 

保健・医療・福祉職場が非常に困難な状況にあることは言うまでもありません。 

人員削減や欠員で職場は多くの困難を抱えています。支部は各分会の要求集約を行い、 

現場の実態をもって労働条件改善のために局への働きかけを行っていきたいと思います。 

８月６日までに各分会の令和６年度の人員予算要求書を 

支部にメール又は FAX で送信をお願いいたします。

衛生局支部は要求実現をめざして闘います。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

🌸人員予算要求にジェンダー平等の視点も大切🌸 

・男女賃金格差の解消 ・男性育休取得の促進 ・非正規差別 NO「同一労働同一賃金」 
・所定労働時間７時間要求 ・保育、学童、介護等社会保障拡充  

・ケア労働者の賃上げ、配置基準引き上げ ・最低賃金１５００円 

・母性保護制度を取りやすく ・子の看護休暇の制度拡充 ・管理職の女性比率を高める 
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抽選で当たる！長野の美味しいグルメ 

見積はこちら 

 

例年と同様となりますが、昇給等に対応するた

め、全組合員を対象に 7 月 1 日を基準日とし、

9 月給与より組合費が切替となります。 

皆様ご承知おきの程、お願い申し上げます。 

組合費算定方法：給料月額×10／1000＋360円 

（10 円未満切捨） 

ご家族の加入も！0～60 歳対象 

NB・NA 型へ or生命保障 500 万円以上増額 

見舞金拡充 

 
スタート! 

資料請求は 
衛生局支部まで。 

基本契約で支払われる
風水害・地震等の見舞
金を手厚くする特約で
す。災害に備えを。  

火災共済も増物件 

or100 口以上増口で 

クオカードプレゼント中！ 

 

年齢・性別による掛金の変わらない 

生命医療共済です。 
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世界的に実質賃金は上がっていますが、日本だけが上らない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組合に加入して賃金アップ労働条件向上を実現しよう！ 

ご相談・お問合せは 各分会 又は 衛生局支部へ 
 

     ホームページに連絡フォームもありますのでご活用ください→ 

時間単価算定の考え方   =   ൫給料の月額＋各手当＋日額特勤×ଶଵ 日൯×ଵଶ月൫ଷ଼時間 ସହ 分×ହଶ 週൯ି（ 時間 ସହ 分× 日）
 

※ 各手当とは、初任給調整手当、地域手当、特地手当等の月額手当 
※ 日額特勤手当とは、常態として対象業務に従事している場合に限る。 
※ N 日とは、祝日及び年末年始の日数、2023 年度は 17 日 

 
東京の最低賃金 1072 円、東京都会計年度任用職員（アシスタント）1135 円 
私たちの要求額 1500 円 

 
あなたの時給は     円 

 

ところで、あなたの時給はいくらですか？ 

最低賃金制度は憲法 25 条の体現 

最 低賃金 は、毎年 10 月初旬に改
定 されます。７ 月 に開 かれる中 央 最
低 賃 金 審 議 会 で「 全 国 目 安 」 が協
議 さ れ、 都 道 府 県 ごと の地 方 最 低
賃金審議会で改定額が決まります。 

最低賃金法は、憲法 25 条の最低
限 度 の生 活 保 障 を賃金 面 から位 置
づけています。 

最低賃金の水準について、 
最低賃金法第 9 条第 2 項の 3 要
素 （ ①労 働 者 の生 計 費、②賃 金 、③
通 常 の事 業 の賃 金 支 払 能 力 ） のう
ち、審議会での議論は「賃金支払い
能 力 」 に固 執 し、最 低 賃 金 法 の目
的 であ る「 労 働 者 の生 活 の安 定 」
が軽視されています。 

世 界 的 には「 支 払 い能 力 」 で最 低
賃 金 水 準 を決 めている国 はほとんど
ありません。 

本来は貧困対策としての最低賃金、 

今では最賃水準で働く地方公務員も 

現在、給与が上がるのは、4 月でなく最低賃金が
決まる 10 月という人たちが増えています。 

そして、地方公務員法では、一般職の地方公務員
には最低賃金法は適用除外とされています。 
一 部 では、会 計 年 度 任 用 職 員 の賃 金 が最 低 賃
金 を下 回 る問 題 、また高 卒 初 任 給 （ 時 間 給 に換
算）が最低賃金額を下回る実態（地域手当が支
給されない自治体など）もあります。 

最賃引き上げで 

すべての労働者の賃金引き上げへ 

最低賃金時給１５００円と全国一律制度の実現 
自治体では公 契 約 条例 実現 や自 治体内 最賃 引き上
げ、すべての労働者の賃金を引き上げていきましょう。 


